
望洋大谷学園登別校舎体育館を開放します望洋大谷学園登別校舎体育館を開放します

　団体予約受け付け　８月５日㈬から、同施設内の管理人室で８月分と９月分の予約を受け付けます
※予約をする際は、同管理人室に備え付けの申請書類に必要事項を記入し、提出してください。
※予約受け付け時間は９時から17時まで（土・日曜日、祝日を除く）で、申請順に受け付けます。
※10月分以降の予約受け付けについては、別途お知らせします。
　問い合わせ
・同施設の予約・利用・備品に関する問い合わせ　同管理人室（☎　５５５２）
・その他の問い合わせ　社会教育グループ（☎　１１２９）

　総合体育館の改修工事に伴い、８月18日㈫から12月18日㈮まで、代替施設として学
校法人望洋大谷学園登別校舎体育館（旧：登別大谷高校体育館）を無料開放します。

・原則、１団体につき１週間に２枠（時間帯）
　までの利用とし、１回につきコート３面（卓
　球台は４台）までの利用とします
・個人の方は、団体の利用がない場合に限り、
　利用できます
・野球、フットサルでの利用はできません
・同施設を利用する場合の団体登録は不要です
・総合体育館の多目的ルームの代替施設はあり
　ませんので、アリーナを利用してください
・営利目的では利用できません
・工事期間中は、総合体育館の事務所機能が同
　施設に移されます

利用条件など開放時間

９時～11時、15時～17時、
17時～19時、19時～21時

９時～11時、11時～13時、
13時～15時、19時～21時

11月26日㈭・27日㈮・
30日㈪・12月１日㈫

平日（水曜日を除く）

水曜日

土・日曜日、祝日

８月31日㈪～９月
３日㈭

９月28日㈪～30日㈬

11月４日㈬～６日㈮

曜日など

そ
の
他

通
　
常

時間帯

９時～11時、11時～13時、
19時～21時

16時～19時、19時～21時

９時～11時、15時～17時、
17時～19時、19時～21時

16時～19時、19時～21時

９時～12時、19時～21時

　利用可能種目　バスケットボール、バドミントン、ミニバレーボール、スポンジテニス、卓球など
※支柱やネットなど、その種目に必要な備品は貸し出します。
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浄
化
槽
管
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期
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な
保

守
点
検
・
清
掃
と
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に
、
年
１
回

の
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（
定
期
検
査
）
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け
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れ
て
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Ｇ
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９
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月
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計
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象
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９
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ま
す
の
で
、
回
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お
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。

対
象

　７
月
31
日
現
在
で
、
常
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者
が
１
人
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ら
４
人
ま
で
の
事

　
業
所

調
査
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厚
生
労
働
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（
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ー
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５
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整
骨
院
な
ど
で
受
診
し
た
方

に
調
査
を
実
施
し
ま
す

実
施
時
期
　
８
月
・
10
月

対
象
　
５
月
ま
た
は
７
月
に
整
骨
院

　
な
ど
で
受
診
し
た
国
民
健
康
保
険

　
加
入
者

内
容
　
郵
送
や
電
話
に
よ
る
受
診
状

　
況
の
調
査

※

調
査
は
、
株
式
会
社
大
正
オ
ー
デ

　
ィ
ッ
ト
の
職
員
が
行
い
ま
す
。
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務
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活
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だ
さ
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北
海
道
労
働
局
は
、
『
事
業
場
内

最
低
賃
金
（
800
円
未
満
）
の
40
円
以

上
の
引
き
上
げ
』
と
『
労
働
能
率
向

上
の
た
め
の
業
務
改
善
』
を
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て

行
っ
た
中
小
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に
、
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に

要
し
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１
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以
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の
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４
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３
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成
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）
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娠
や
出
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す
る

こ
と
な
ど
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
妊
娠
な
ど
を
理
由
に
不
利
益
な
取

り
扱
い
を
受
け
て
お
困
り
の
方
は
、

北
海
道
労
働
局
雇
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相

談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
同
雇
用
均
等
室

（
☎
011
ー
709
ー
２
７
１
５
）

６
）

くらしのガイド
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